
人事院規則１－３９―５（人事院規則１―３９（構造改革特別区

域における人事院規則の特例に関する措置）の一部を改正する人

事院規則）の概要 

 

１ 概要等 

構造改革特別区域法の一部を改正する法律（令和４年法律第５８号）により

構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第３４条が第３５条に改め

られることに伴い、同法第３４条を引用している人事院規則１―３９（構造改

革特別区域における人事院規則の特例に関する措置）第１条について所要の

改正を行うものです。 

 

２ 公布日及び施行日 

令和４年８月３１日 


